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報道関係者各位 
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の森トラスト」を取得しました 

 

この度、（公社）日本ナショナル・トラスト協会は、日本の豊かな自然を守るトラスト地取得プロジェ

クトの一環で、大分県由布市内に 49 番目のトラスト地を取得しました。大分県内でのトラスト地の取

得は初めてです。今回の新規トラスト地の取得について、貴媒体を通じて情報発信していただけますよ

う、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

■取得地の概要 

 

  所 在 地：大分県由布市挾間町 

  取得方法：贈与 

  面  積：17,472㎡ 

  地  目：山林 

  取 得 日：2016年 12月 27日 

  

 

 

本トラスト地は、由布岳を源流とする一級河川、大分川の流域に位置する落葉広葉樹林で、挾間町に

広がる里山風景の一部を構成しています。 

 この土地は、関東、関西、九州にお住まいの 5名が相続により取得した山林ですが、「山林の寄付と

いう形でナショナル・トラスト活動に参加したい」「親が持っていた森を自然環境の保全のために役立

てたい」と当協会にご寄付いただいたものです。当協会は寄付者から託されたこの森を「由布の森トラ

スト」と名付け、大分川流域の水源の森として将来世代に引き継いでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】（公社）日本ナショナル・トラスト協会 

東京都豊島区西池袋 2-30-20音羽ビル TEL 03-5979-8031 

E-mail office@ntrust.or.jp 

トラスト地 

大分県 

3月 22日(水) 15時 解禁 


